
北のめぐみ愛食レストラン認定事業実施要領 

 

１ 目的 

  本事業は、北海道産食材を使用して、こだわり（自慢）料理を提供する道内の外食店や宿泊

施設を「北のめぐみ愛食レストラン」として認定し、北海道産食材の一層の利用促進を図ると

ともに、北海道産食材に関する情報発信拠点としての役割を通じて、道民や道外観光客に対す

る北海道の食の魅力の伝達と、地産地消をはじめとする愛食運動の普及・啓発を推進すること

を目的とする。 

 

２ 事業主体 北海道 

 

３ 認定対象店 

（１）レストラン等の外食店 

（２）ホテル、旅館等の宿泊施設 

 

４ 認定要件 

（１）必須要件 

   次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

ア 北海道産食材を使用したこだわり（自慢）料理を原則として２品以上提供していること。

ただし、季節メニューとして期間を限定して提供している場合は、応募時点での提供の有

無は問わない。なお、道産食材を使用したこだわり（自慢）料理とは、原則として全て道

産食材を材料としているものとする。ただし調味料等については、道産以外の使用も認め

ることとする。 

イ 原則として過去１年間、主食の原材料に北海道産食材を 100％使用していること。ただ

し、麺やパンを主食として提供している場合は、30％以上の使用割合となっていること。 

ウ 原則として過去１年間、副食の原材料に北海道産食材を積極的に使用していること。 

エ 「外食の原産地表示ガイドライン」等による原材料の原産地表示を行っていること 

（２）その他要件 

     次の事項については、認定審査の評価に加えるものとする。 

ア 北海道産食材に関連したイベントなどを開催していること。 

イ 北海道が推奨している各種制度認証品等（「北のクリーン（YES!clean）農産物」、「有機

食品」、「エコファーマーの認定を受けて生産された農産物」、「特別栽培農産物」、「道産食

品独自認証品」、「道産原料使用登録食品」）を活用した料理を提供していること。 

ウ 栄養表示をしていること。 

エ 環境と調和した店づくり（店内禁煙や分煙、資源のリサイクルなど）を行っていること。 

オ  その他、事業者独自に取り組んでいること。 

 



５ 認定手続等 

（１）事務 

    募集及び問い合わせに関する事務は、各総合振興局又は振興局産業振興部農務課（以下「総

合振興局等」という。）が行う。ただし、同一経営体内に認定を受けようとする外食店や宿

泊施設が複数あり、その所在地が２総合振興局等以上にわたり、かつ、それらが同一屋号の

場合は、北海道農政部食の安全推進局食品政策課（以下「農政部」という。）が行うものと

する。 

（２）募集の告知方法 

ア 農政部は、道ホームページへの掲載、報道機関や関係業界団体を通じた募集を行う。 

イ  総合振興局等は、総合振興局等ホームページや市町村広報誌等への掲載のほか、報道機

関や関係業界団体を通じた募集を行うものとする。 

（３）申込み 

ア 認定を受けようとする外食店や宿泊施設（施設内に複数の店がある場合は、個別店毎と

する。）の経営者（以下「認定希望者」という。）は、第１号様式（北のめぐみ愛食レスト

ラン認定申込書（以下「第１号様式」という。））を道ホームページからダウンロードする

か、もしくは総合振興局等又は農政部に請求するものとする。 

イ アの請求を受けた総合振興局等又は農政部は、第１号様式等を送付するものとする。 

ウ 認定希望者は、第１号様式に、店の概要、こだわり（自慢）料理を撮影した電子データ

（又は写真）、会社概要（施設・店を含む。）を記載したパンフレット及び参考となる資料

を添え、当該施設・店の所在地の総合振興局等に提出するものとする。 

エ  同一経営体内に認定を受けようとする施設・店が複数あり、その所在地が２総合振興局

等以上にわたり、かつ、それらが同一屋号の場合は、農政部に申し込むものとする。 

（４）審査 

ア  総合振興局等又は農政部は、申込み関係書類の審査を行う。 

イ 審査に当たっては、「北のめぐみ愛食レストラン認定に係る審査項目及び認定方針」に

基づくものとする。 

（５）認定 

ア 総合振興局等又は農政部は、申込み内容が４の認定要件を満たしていると判断された場

合、決裁を以て認定する。決裁権者は総合振興局等においては農務課長、農政部において

は食品政策課長とする。認定は外食店や宿泊施設毎（施設内に複数の店がある場合は、個

別店毎とする。）に行う。認定後、別に定める「北のめぐみ愛食レストラン認定証」及び

「北のめぐみ愛食レストラン認定ステッカー」（以下「認定証等」という。）を交付するも

のとする。 

イ 認定要件を満たしていないと判断された場合、総合振興局等又は農政部は、理由を附し

てその結果を認定希望者に通知するものとする。 

ウ 総合振興局等は、新規認定店について、第２号様式に申込み関係書類の写しを添付して、

速やかに農政部に報告するものとする。 

エ 農政部は、(3)のエの申込みを受理し、認定した場合は、第２号様式に申込み関係書類



の写しを添付して、関係する総合振興局等に通知するものとする。 

（６）認定の取消し等 

ア 認定を受けた外食店や宿泊施設の経営者（以下「認定店」という。）は、認定の要件を

欠いたり、営業を廃止又は休止した場合は、第３号様式（北のめぐみ愛食レストラン廃止・

休止届）を、認定を行った総合振興局等又は農政部に速やかに届け出るものとする。 

  届出を受けた総合振興局等又は農政部は、決裁を以て取消しを決定し、当該店にその旨

を通知するものとする。 

イ 認定店が認定要件を欠いたり、認定店としてふさわしくないと認められるときは、当該

店の認定を行った部局（総合振興局等又は農政部）は、決裁を以て、認定の取消しを決定

し、当該店にその旨を通知するものとする。 

ウ 認定店は、認定店の名称・住所等申込書記載事項に変更を生じた場合は、第４号様式（北

のめぐみ愛食レストラン変更届）により、認定を行った総合振興局等又は農政部に速やか

に届け出るものとする。 

  届出を受けた総合振興局等又は農政部は、変更が完了したときは、第２号様式を添えて

当該店に通知するものとする。 

エ 総合振興局等は、ア及びイの取消し又はウの変更を行った場合は、第２号様式に認定店

から提出された第３号様式又は第４号様式を添えて農政部に報告するものとする。 

オ 農政部は、ア及びイの取消し又はウの変更を行った場合は、第２号様式に認定店から提

出された第３号様式又は第４号様式を添えて関係総合振興局等に通知するものとする。 

 

６ 認定店の役割 

（１）認定証等を利用者の見やすい場所に掲示し、北海道産食材の一層の利用促進に努める。 

（２）北海道産食材の持ち味を生かした料理等の提供に努める。 

（３）家庭でできる北海道産食材を使用した料理方法等を利用者に紹介することに努める。 

（４）北海道産食材に関する情報を同業者や利用者に広めることに努める。 

（５）北海道産食材の使用状況や意見・要望に関する調査に協力することに努める。 

 

７ 認定店の紹介、ＰＲ 

（１）農政部は、道ホームページ、報道機関、関係機関・団体を通じて広く道民に周知を図ると

ともに、利用促進のためのＰＲを行うものとする。 

（２）総合振興局等は、総合振興局等ホームページ、報道機関、市町村等を通じて広く地域住民

に周知を図るとともに利用促進のためのＰＲを行うものとする。 

 

８ その他 

（１）北海道産食材の使用状況や店舗の営業状況などについて、必要に応じ農政部や振興局等の

担当者が店舗を訪問し、確認するものとする。 

（２）本要領に定めのない事項は、農政部が必要に応じ別に定めるものとする。 

 



附則 

この要領は、平成１８年 ７月２６日から施行する。 

平成１９年 １月１０日一部改正。 

平成２０年 ３月 ４日一部改正。 

平成２２年 ４月 １日一部改正。 

       平成２３年 ３月３１日一部改正。 

       平成２３年１２月２２日一部改正。 

       令和２年（2020 年）６月８日一部改正 



第１号様式
北のめぐみ愛食レストラン認定申込書

年 月 日

総合振興局等の長（農政部長）様
住所
会社名
代表者名

１ 会社の概要

２ 申込みの動機等

３ 店の特徴、PRポイント

４ 認定を受けようとする店舗

※複数店舗を有する場合は、欄をコピーするか、別添の資料として一覧表を作成してください。

設立（開店）年月

電 話 番 号 （ ） － FAX （ ） －

HP･SNS等アドレス

担 当 者

所属

職名 氏名

E-mail

※道庁サイトでご紹介する際に使用します。

店舗名

住所

電話

交通アクセス

※道庁サイトでご紹介する際に使用します。「JR 旭川駅より徒歩５分」、「JR ニセコ駅より車
で 10 分」など、最寄りの公共交通機関等からのアクセス方法をご記入ください。



５ 北海道産食材を使用したこだわり料理の内容［２品以上必須］
※道庁サイトでご紹介する際に使用します。

※こだわり料理は、道産食材のみを材料としていることが必要です。（調味料や装飾的な食材を除く）
※料理の写真（又は画像データ）を添付してください。

６ 北海道産食材の使用状況［主食は 100％（米以外は 30％以上）が必須条件］

※使用割合は、原則として過去１年分を金額ベースで記載してください。

７ 原産地の表示［必須条件］

区分 料理
使用している
道産食材

産地 提供期間

１ 料理名： ①通年
②期間限定

月～ 月
料理の説明：

２ 料理名： ①通年
②期間限定

月～ 月
料理の説明：

３ 料理名： ①通年
②期間限定

月～ 月
料理の説明：

主に使用し

ているもの
ひとつに○

品種名 産地
主食に占める道産
食材使用割合

主
食

米

小麦粉

そば粉

その他

副
食

副食に占める道
産食材使用割合

主な品目

□じゃがいも □にんじん □たまねぎ □トマト □とうもろこし
□だいこん □アスパラガス □牛乳 □バター □チーズ □鶏卵
□牛肉 □豚肉 □鶏肉 □ラム肉 □鹿肉
□昆布 □カニ □ウニ □エビ □ホタテ □サケ □サンマ
□イカ □タコ
□その他（ ）

主な仕入先
□卸売市場 □産直（生産者・生産者団体）
□問屋 □小売業者 □その他（ ）

①実施時期 □表示済み □ 年 月 日から表示予定

②表示の方法 □メニュー表で表示 □店内のボード等で表示
□その他（ ）



８ その他の取組について［必須ではありませんが、評価対象になります］
（１）北海道が推薦している各種制度認証品等の使用

※制度内容は別紙を参照してください。

（２）栄養表示

（３）環境と調和した店づくり

（４）道産食材に関するイベントの開催

（５）その他独自の取組

９ その他、お店の概要や特色が分かる資料（パンフレット、メニュー、記事等）がありましたら
添付してください。（任意）

項 目 品 名

北のクリーン（YES！Clean）農産物

有機食品（農産物、畜産物、加工食品）

エコファーマーの認定を受けて生産された農産物

特別栽培農産物

道産食品独自認証品

道産原材料使用登録食品

表示の内容 □熱量（カロリー） □栄養成分 □その他（ ）

表示の方法

禁煙・分煙 □禁煙 □分煙（スペース・時間帯）

その他

実 施

計 画



第２号様式

    総合振興局等

認定番号 名  称 住   所 電話番号 担 当 届出年月日 認定年月日 取消年月日 備考

「北のめぐみ愛食レストラン」認定一覧表

1 / 1 ページ



第３号様式
北のめぐみ愛食レストラン取消・休止届

年 月 日

総合振興局等の長（農政部長） 様

住 所
会社名
代表者名

北のめぐみ愛食レストラン認定事業実施要領５（６）アに基づき、次のとおり届け出ます。
記

１ 届出をする店舗の情報
（１）認定番号
（２）店舗名称

２ 届出事由（□にチェックを付けてください）
□取消

□休止

取消理由

休止期間 年 月 日～ 年 月 日／終期未定

休止理由



第４号様式
北のめぐみ愛食レストラン変更届

年 月 日

総合振興局等の長（農政部長） 様

住 所
会社名
代表者名

北のめぐみ愛食レストラン認定事業実施要領５（６）ウに基づき、次のとおり届け出ます。
記

１ 届出をする店舗の情報
（１）認定番号
（２）店舗名称

※既認定店舗名を記載してください。

２ 届出内容
変 更 前 変 更 後

名 称

所 在 ※所在を変更する場合は、最寄りの公共交通機関等からのアクセス方法を記載して
ください。

電話番号
HP･SNS 等アドレス

こだわり料理
※こだわり料理を変更する場合は、第１号様式（北のめぐみ愛食レストラ
ン認定申込書）の５及び６を記載して、本様式とともに提出してください。
※料理の写真（又は画像データ）を添付してください。


